
活   動   要   綱 

 

(活動の目的) 

公益社団法人福井県柔道整復師会は、柔道整復師が有する専門技能を活かし、組織とし 

て「社会や地域に奉仕、貢献する」を目的に以下の活動を行います｡ 

 

◎健康体操の指導､普及 

◎各種講習会の開催及び講習会講師の派遣 

◎各種講演会の開催及び講演会講師の派遣 

◎健康相談会の開催 

◎各種スポーツ現場への救護活動 

◎その他 

 

(活動の内容) 

本会では上記の活動を以下の内容で行っております｡ 

 

• 健康体操 

柔道の形にストレッチングを応用して､呼吸法や動作を活用した体操で、健康の

維持増進を図る有効手段として､各年齢層に分けた体操を普及推進しています｡ 

 

• 講 習 会 

日常生活やスポーツを行う中で起こる外傷(ケガ)･障害(痛み)の､予防･再発防

止を目的とした､テーピング･ストレッチ･筋力トレーニング等の 実習･指導を

行います｡またケガをした場合の応急処置を指導します｡ 

 

• 講 演 会 

関節･筋肉等の外傷･障害(腰痛等)を､予防･再発防止する為の講演を行います｡

また、介護予防など各種要望に応じた講演を行います｡ 

(健康体操、講習会と合わせても行います) 

 

• 健康相談 

関節・筋肉等の外傷･障害(腰痛等)に関する相談を中心に、身体全般にわたる相

談をお受けします。 

(健康体操、講習会、講演会と合わせても行います) 

 

• 救護活動 

救護班として待機し、競技を行う前に選手が障害を持っていた場合のケアや、ケ

ガが起こった際の応急処置を行います｡ 

(この活動に際しては別紙要項にもとづいて行います) 

 

• そ の 他 

上記の活動以外にも各種要望があれば、可能な限りお受けいたします｡ 



(活動の方法) 

• 当活動は、県内で整骨院・接骨院を開業している柔道整復師によって組織されてい

る、公益社団法人福井県柔道整復師会が行っています｡ 

 

• そのため、活動は日曜・祝祭日が主となります。平日の活動については、仕事で調

整が付かない場合がありますので、予めご了承ください｡ 

 

• この活動に際してかかる費用は、本会で負担し､対象者・団体には原則として負担

を求めません｡ 

 

【申し込みの方法】 

 

• 申し込みの際は、原則として所定の申込書でお願い致します｡ 

申込書は、福井県柔道整復師会及び本会ホームページにあります｡ 

(詳しくは、福井県柔道整復師会または整骨院・接骨院でお聞きください。) 

 

• 申込書に必要事項を記入していただき、福井県柔道整復師会まで郵送、もしくは 

ＦＡＸでお申し込み下さい｡ 

１週間以内に、後日担当者より連絡責任者宛にご連絡いたします。 

 

• 活動調整の都合上、活動希望日の１ヶ月前にはお申し込み下さい｡急なお申し込み

の場合は、原則としてお断りさせていただきます。 

また、１ヶ月前のお申し込みでも、当会行事などで都合がつかない場合は、お断り

することもありますので、予めご了承ください。 

 

• 大会パンフレットなど、参加者への配布資料に当活動の案内をされる場合は、 

名称を「公益社団法人福井県柔道整復師会」として掲載して頂きたくお願いいたし

ます｡ 

 

• ここでの申し込みは組織での活動となります。特定の整骨院・接骨院による活動を

希望される場合は、各整骨院・接骨院に直接お問い合わせください。 

 

【申し込み先】 

公益公益公益公益社団法人社団法人社団法人社団法人    福井県柔道整復師会福井県柔道整復師会福井県柔道整復師会福井県柔道整復師会    

〒９１８－８０１３  福井市花堂東２丁目３０１ 

ＴＥＬ ０７７６－３４－１９７７ 

ＦＡＸ ０７７６－３４－２３２４ 

 

 

【問い合わせ先】 

兵庫整骨院兵庫整骨院兵庫整骨院兵庫整骨院    森瀬森瀬森瀬森瀬    則昭則昭則昭則昭    

〒９１９－０５２７ 坂井市坂井町下兵庫９５－２０ 

ＴＥＬ/ＦＡＸ ０７７６－７２－００５４ 



救 護 活 動 要 綱 

 

(活動の目的) 

益々増加するスポーツ人口と共に、競技中にケガをすることが多くなっています。 

しかし、スポーツの現場で処置をすることができるのは、法的に認められた医師や柔道

整復師などの資格をもった人のみです。 

柔道整復師が救護活動を行うことで､人々が安心してスポーツができるように、少しで

もお役に立てればと考えています｡ 

 

(活動の方法) 

• 本会では、「救護」を求めているスポーツ現場に、プロの技術で応える「本業ボラン

ティア」として活動を行っております｡ 

 

• 本会は開業者によって組織されているため、活動は日曜・祝祭日が主となり、平日の

活動調整が付かない場合があります｡ 予めご了承ください｡ 

 

• この活動に際してかかる費用は、本会で負担いたします｡ 

 

(打ち合わせ事項) 

本会が、救護班としての活動を行う前に対象者、団体の代表者､監督等と本会の担当者

で以下の事について打ち合わせを行います｡ 

 

• 救護班の活動は、外傷(ケガ)の応急処置と障害(痛み)のケアと考えています｡ 

外傷→主として骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)等、現場でケガが発生 

した場合の応急処置を行います｡ 

障害→使い過ぎ症候群や外傷が完全に治っていない状態、あるいは慢性化して 

しまった場合等は、競技の前にテーピング、ストレッチ、手技にてケア 

します｡また、テーピング、ストレッチ、筋力トレーニング等の指導、 

助言を行います｡ 

 なお、この処置を行う際は、個々の利用者から、この処置を受けることについて

の同意と、帰宅後には必ずかかりつけなど地元の医療機関で継続的な処置を受ける

ことについての同意をいただきます。 

 

• 病院へ搬送しなければならないケガ人がでた場合の対応を事前に決めます｡ 

緊急を要する場合は(頭部外傷等)救急車を呼びます｡ 

当日の当番医または会場近くの病院は本会で調べておきます｡ 

対象者・団体の指定病院があれば知らせていただきます｡ 

 

• 必要に応じて本会の紹介状を添えて、病院、整骨院・接骨院を紹介します｡ 


